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論　　説

　抄　録　ブランド戦略やイノベーション創出におけるデザインの役割が見直されている。意匠制度
の利用目的も，単に製品形状を保護するのみにとどまらず，ブランドを育成，保護するような商標的
活用や，機能的形状の保護を図るための特許的活用が行われ，出願戦略が多様化している。
　このような状況のもと，他人の意匠権を侵害することなくデザイン開発を行うためには，意匠制度
への理解を深めるとともに，他法域との境界領域も意識しながら調査を行う必要がある。
　その一方で，企業や特許事務所における意匠実務者の数は決して多いとはいえず，特許や商標に比
べると，意匠調査に関する情報の蓄積や共有化が十分に行われているとは言い難い。
　そこで本稿では，主に意匠実務者にとって有用な情報となることを意図しつつ，意匠調査の基本プ
ロセスを提示するとともに，各プロセスにおける実務上の留意事項を整理した。
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1 ．	はじめに

意匠調査が大変だという話をよく耳にするが，
なぜだろうか。
ひとつには，特許のように，権利内容が文言
で表されていないことがあると思う。
また，意匠制度を取り巻く環境の変化による
ところも大きいと思われる。
意匠権の存続期間の延長（平成18年改正）や，
画像意匠の保護拡充などにより調査範囲が広が

ったのに加え，昨今では，多くの企業において，
部分意匠や関連意匠，秘密意匠制度を活用した
緻密な意匠戦略がとられるようになっている。
また，2018年５月には，経済産業省・特許庁

により『「デザイン経営」宣言』１）が公表され，
企業のブランド戦略や，イノベーション創出に
おけるデザインの重要性が見直されている。
意匠制度はいまや，ブランディングや技術開
発にも深く関わるものとなっており，商標や，特
許・実用新案等との境界も曖昧化しつつある。
このような状況のもとで，意匠調査を適切に

進めていくためには，意匠調査の「縦軸」すな
わち意匠制度自体の理解に加え，「横軸」すな
わち特許や商標等の周辺法への配慮も欠かせな
いと感じる。
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弁理士　Makoto ONDA
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日本における意匠調査のプロセスと留意点
──意匠調査の「縦軸」と「横軸」を意識して──
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以上を念頭に置きつつ，本稿では，国内登録
意匠調査の基本的なプロセスを明確にするとと
もに，各プロセスにおける留意事項を整理して
みた。
いずれも基礎的な内容が中心となっている
が，意匠調査の「縦軸」と「横軸」を俯瞰する
ことによって，漠然とした不安感が払しょくさ
れるとともに，調査の精度を高めるための一助
となれば幸いである。

2 ．	意匠調査の基本プロセス

自らが実施したいデザインが，他人の意匠権
を侵害していないかを確認するための意匠クリ
アランス調査は，使用する調査媒体（J -PlatPat 
等２））を決定したのち，通常は次のようなプロ
セスで行われる。
 
〈プロセス１〉　検索条件の設定（母集合の絞
込み）
〈プロセス２〉　意匠検索（スクリーニング）
〈プロセス３〉　検索結果の検討
 
以下に，各プロセスの概略と留意事項を確認

していきたい。

3 ．		〈プロセス１〉検索条件の設定（母
集合の絞込み）

まず行うのは，検索条件の設定（母集合の絞
込み）である。
意匠調査に際しては，日本意匠分類やＤター

ム，意匠権者の氏名・名称や，意匠に係る物品，
出願日や登録日等の各要素から検索条件を設定
することができる。

（1）調査対象期間の設定
クリアランス調査の場合は，権利存続期間内
を調査対象期間とすることが多いが，さらに期
間を遡り，権利期間が満了した登録意匠を検索
対象に含めることにも一定の意義がある。
すでに権利が消滅して侵害の畏れがなくなっ
た意匠を把握できたり，あるいは，調査結果を
検討する際の公知意匠として採用できる可能性
があるためである。

（2）日本意匠分類による検索
国内登録意匠の検索方法として，最も頻繁に
行われるのは，「日本意匠分類」による検索で
あると思われる。
日本意匠分類とは，物品の用途及び，機能に

着目して（すなわち製品分野ごとに）付与され
るアルファベットと数字からなる分類コードで
あり，１つの意匠に対し，１つの分類コードが
付与される３）。
意匠の類否判断は通常，「物品の類否」と「形

態の類否」によって行われ，「物品」と「形態」
の双方が同一又は類似であるとき，「意匠」が
同一又は類似であると判断される（図２参照）。

図１　意匠調査の「縦軸」と「横軸」
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図２　意匠の類否判断マトリクス

したがって，調査の母集合が，調査対象と同
一又は類似の物品（の分類コード）を網羅する
ように検索条件を設定する必要がある。
このとき注意したいのは，分類コードが異な
る場合でも，物品が非類似であるとは言い切れ
ないことである。
このため，調査対象となる分類の選定は，意
匠の類否判断における物品類否の検討と同様
に，物品の機能と用途に着目して，慎重に行う
必要がある。
さらに，意匠の「使用」や「利用」について
も考慮すべきケースがある。以下，具体例を用
いて確認していきたい。

（3）	〈事例検討〉「住宅用カーペット」の調査
対象分類検討

ここでは「住宅用カーペット」について，意
匠調査を行う場合を想定してみる。
１）直接対応する意匠分類
日本意匠分類表（図３参照）を見ると，カー
ペット（＝じゅうたん）に直接対応する現行意
匠分類はC1－30～C1－3910である（調査期間
によっては対応する旧分類についても調査対象
に含める必要がある）。
C1－40～C1－491の「畳，ござ」は，カーペ
ットと用途に一定の共通性があるため類似物品
に該当する可能性がある。
そこで，これらを包括的に母集合にするには，
検索対象分類を，C1－3またはC1－4のいずれ
かを含む分類とすればよく，J-PlatPatの意匠
分類検索を用いる場合の検索式は「C14？＋

C13？」となる（なお検索式の表記方法は調査
媒体によって異なる）。
２）その他の分類検討
さらに，「カーペット，畳，ござ」以外に関

連のありそうな分類の有無を検討する。着眼点
としては，
・用途に共通性のある物品
・調査対象製品に用いられる素材や部品
などが考えられる。
「用途に共通性のある物品」は，類似物品に
該当する可能性がある。本件の場合は，電気カ
ーペットや，玄関マット等が該当するが，いず
れも，上記の分類（C1－310，C1－32）に含ま
れている（図３参照）。
「調査対象製品に用いられる素材や部品」に

図３　日本意匠分類表（C1）抜粋
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ついては，例えば，調査対象がテキスタイル（織
物）からなるカーペットであれば「織物地」が
該当し得る。
「カーペット」と「織物地」は類似物品とは
言い難いが，カーペットの素材となる織物地に
ついて意匠権が取得されている場合は，カーペ
ットの製造販売が，他人の登録意匠（織物地）
の「使用」に該当する可能性があるため，「織
物地」の分類も検索対象に追加すれば，より綿
密な調査となる。
具体的には，M1－00（その他の織物地等），
M1－1000（織物地，編物地等），M1－1100（織
物地）を検索対象分類に加えることが考えられ
る（図４参照）。
なお参考分類に関する情報は，特許庁のウェ
ブサイト上で公開されている「意匠分類定義カ
ード」にも掲載されている３）。
３）母集合のさらなる絞込み
分類検討の結果，検索によるヒット件数が膨

大であった場合は，調査を効率化するために，
母集合をさらに絞り込むことがある。
調査漏れが生じないように配慮しつつ，母集

合を絞り込んでいく方法について具体的に確認
していきたい。
① Ｄタームによる絞込み
Ｄタームとは，日本意匠分類を，“形態等の
特徴”で更に細分化したものである。
図４の織物地の例でいえば，「M1－1100」が
織物地に対する日本意匠分類であり，その末尾
に付与された「AA（花模様）」や「AC（動物
模様）」等がＤタームである。
調査対象の形態的特徴が明確なとき，例えば，

「花模様のカーペット」が対象である場合は，
Ｄターム（AA）を検索式に加えることで，母
集合（ヒット件数）を絞り込むことができる。
② その他の絞込み
この他に，現実の取引の実態に即して，競業
関係にない製品分野の意匠分類を調査対象から

除外することも考えられる。
例えば，調査対象とした分類のうち，「車両

用マット（C1－330）」と，「一組の自動車用フ
ロアマットセット（C1－34）」は，住宅用カー
ペットの分野と競業関係にないことが明らかで
あれば，調査対象から外すことも考えられる。
ただし，競業関係がないからといって，争い

が生じる可能性が皆無であるとは言い切れない
ため，慎重に判断すべきである。

（4）クロスサーチの必要性
なお，気になる競合他社が存在する場合は，
意匠分類による検索のほかに，その競合他社の
社名を検索キーワードとした調査（クロスサー
チ）も同時に行うことで，分類検討の漏れを防
ぎやすくなる。
このほかに，意匠権者の氏名や名称で検索す
ることの利点として，「秘密意匠」の公報がヒ
ットすることが挙げられる。秘密意匠の公報に
は日本意匠分類が掲載されていないため，分類

図４　日本意匠分類表（M1）抜粋

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 69　No. 3　2019334

検索では探知できないのである。
なお，競合他社の秘密意匠が存在する場合，

秘密期間中（登録日から最長３年）は注意を要
する。
秘密意匠の公報には，意匠に係る物品や，図

面等の実体的な内容が開示されていないため，
調査対象意匠との類否を具体的に判断すること
はできないが，審査官名や登録日を手掛かりに
して，物品分野をある程度推測できることもある。

（5）その他の留意事項
このほかに，調査対象分類を検討するプロセ

スで迷いが生じやすい点について整理しておき
たい。
１）完成品に使用される部品
完成品に使用される部品についても調査が必

要であるか否かは，悩ましい問題である。
例えば，乗用自動車の意匠を実施（製造，販
売等）する場合，バンパーやドアパネル等の「外
装部品」，シートやインストルメントパネル等
の「内装部品」，さらにはエンジンやコンプレ
ッサ，コネクタ等の「内蔵部品」も同時に実施
（製造，使用等）することになるが，どこまで
を調査対象に含めるべきであろうか。
自社で部品も製造する場合，少なくとも，使
用時において視認可能な「外装部品」と「内装
部品」については調査対象とすべきである。
一方，内蔵部品については，完成品に内蔵さ
れた状態で輸入するようなケース（例えば，液
晶テレビにコネクタを内蔵した状態で輸入する
場合）において，流通過程で内蔵部品が外観に
現れず，取引者，需要者によって外部から視覚
を通じて認識されることがない場合は，その流
通過程においては，その内蔵部品は意匠権の保
護対象とはならないとする判決も出されている
（知財高裁平成17年（ネ）第10016号特許権侵害差
止等請求控訴事件「プリント配線板用コネク
タ」）。

このような判例の立場に立てば，内蔵部品は，
流通形態によっては，調査の必要性が相対的に
低いという見方もできなくはない。
ただし，最終的な侵害成否はともかくとして，

訴えを起こされること自体が企業活動や企業イ
メージに対するダメージとなりかねないため，
クリアランス調査を経た部品や，すでに知的財
産権で保護された部品を使用するのが安全だと
いえる。
２）画像意匠
画像意匠の日本意匠分類は，画像が使用され

る物品の意匠分類の末尾に「Ｗ」が付されたも
のである。
画像の意匠は，異なる物品の間で似たような

画像が使用されることも多くあるため，調査対
象分類を検討するプロセスにおいて，迷いが生
じやすい分野ではないかと思う。
例えば，携帯情報端末（スマートフォン）に

使用されるカメラの操作画像は，専用機である
デジタルカメラやビデオカメラにおいて使用さ
れることも想定される。
果たして，スマホとデジカメは類似物品であ

ろうか。
一見，非類似物品のようにも思われるが，次

のような関連意匠の登録事例が存在している
（図５参照）。
本事例は，一つのアイコンと，そこに重ねら

れた長方形状のカーソルを対象とした画像の部
分意匠である。
注目すべきは，本意匠に係る物品が「デジタ

ルスチルカメラ」であるのに対し，関連意匠は
「携帯電話機」となっている点である。
両意匠の願書の「意匠に係る物品の説明」の

欄には，それぞれ複数の機能（画像データの録
画再生機能，音声データの録音再生機能，GPS
機能，電気通信回線への接続機能等）が記載さ
れていることから，両意匠は実質的に多機能物
品であると考えられ，かつ，本意匠と関連意匠
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の間で，一部の機能（録音再生機能，各種デー
タのストレージ機能）が重複している。
本件のようなデジタル機器においては，意匠

に係る物品の名称が単機能物品であっても，実
質的には複数の機能を有していることが多い。
そして，上記のような登録例から判断すると，

一部の機能が重複していれば，類似物品に該当
する可能性があると考えられる。
したがって，画像意匠の調査を行うときは，

一部の機能が重複する可能性のある製品分野も
検索対象に含めることで，調査の精度を高める
ことができる。
なお，画像意匠の調査にあたっては，特許庁

の外部団体により，画像意匠の検索ソフト
「Graphic Image Park」を利用することができる。
（https://www.graphic - image.inpit.go.jp/）。
イメージ検索機能や，画像のみのサムネイル

表示など，画像検索に特化した便利な機能を有
している。

4 ．		〈プロセス２〉意匠検索（スクリー
ニング）

検索条件を設定したら，次は意匠検索（スク
リーニング）である。本プロセスでの留意事項
について確認していきたい。

（1）調査ポイントを事前確認
スクリーニングにあたっては，やみくもに調

査を進めるのではなく，まずは調査ポイントを
確認しておくとよい。
調査ポイントとは，スクリーニング時に特に

着目すべき特徴部分である。
過去の調査結果の蓄積などから，特定の部位

に特徴があることが明らかな場合は，その部分
が調査のポイントとなり得る。
また，意匠の類否判断は全体観察を前提とし

ているため，全体の形状も調査ポイントから外
せない。
一方，すでに公知となった形状が含まれてい

る場合，それ単独としては調査ポイントにする
必要性は低いと考えられる。
ただし，一部に公知の形状を含む場合であっ

ても，物品全体における位置（レイアウト）が
斬新であったり，他の形状との組み合わせ方が
目新しい場合は，新規な特徴とみなされること
もあるので，公知な部分を調査ポイントから単
純に除外することはできない。

（2）広めに抽出する
スクリーニングの段階では，グレーゾーンの

登録意匠も広めに抽出しておくのが望ましい。
最終判断の段階（後述する〈プロセス３〉）で，

調査対象意匠と，これに特に近い登録意匠との
類否判断を行うときに，周辺意匠に関する情報
がより多くあった方が，意匠の要部や類似範囲
を客観的に判断しやすくなるためである。

図５　	画像意匠（部分意匠）の関連意匠登録事例
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（3）関連意匠
関連意匠の存否は，登録意匠の類似範囲を検
討する上での重要な判断材料となるため，スク
リーニングにおいて，関連意匠群を，まとまり
をもって把握するのが望ましい。
J-PlatPatの意匠公報テキスト検索（https://
www.j -platpat.inpit.go.jp/web/ishou/iskt/
ISKT_GM201_Top.action）を利用する場合は，
検索オプションとして「〇本意匠－関連」を選
択すれば，本意匠と関連意匠の代表図の一覧が
表示される。
さらには，母集合の中に，複数の関連意匠群
が存在する場合，意匠群同士を比較することに
よって，意匠の要部や，類似範囲の広狭を把握
しやすくなることがある。
この際，図６「貼り薬」の意匠マップ例に示
すように，調査結果を見やすい形に加工した意
匠マップを活用すれば，１件ずつバラバラに閲
覧するよりも格段に判断しやすくなる。

このマップは，「貼り薬」に関するものであり，
３つの関連意匠群が掲載されている。
表の縦列は，互いに独立（非類似）の意匠と
して登録されていることを示している。横列は，
一番左の意匠を本意匠として，同列右側の意匠
がその関連意匠として登録されていることを示
している。

いずれの意匠も，中央の波状の部分に手をか
けて，剥離シートをはがせる構成を有している
が，波の多寡や形状の違いによって，異なる意
匠群として登録されており，波状部の具体的態
様に意匠の要部があると推認できる。
また，波の凹凸の数（粗密）がどの程度異な

れば非類似になるのかということも，関連意匠
群同士を比較することで，概ね把握できる。

（4）参考文献の確認
スクリーニング中に調査対象意匠に近い登録

意匠が抽出されたときは，その意匠公報に
「（５６）参考文献」が掲載されていないかを確
認するとよい（図７参照）。

参考文献とは，その件の審査において考慮さ
れた公知意匠（文献），すなわち審査官が探知
した範囲において，その登録意匠に最も近接し
た公知意匠に関する情報であると考えることが
できる。
登録意匠の要部や類似範囲を客観的に把握す

るためには，この「最も近接した公知意匠」の
把握が不可欠といえるから，参考文献の情報は，
調査の最終的な判断プロセスにおいて非常に有
用な資料となり得る。
また，参考文献に挙げられた意匠公報を閲覧

した結果，そこにもさらに，参考文献が掲載さ
れていることがある。
このように紐づけていくことで，芋づる式に，

公知意匠を入手できることもあり，それだけで，
類否判断の有用な判断材料となることもある。
さらに，参考文献の欄に登録意匠が挙げられ

ていた場合は，公報を閲覧して，どの意匠分類
に属するものかを確認してみるとよい。

図６　「貼り薬」の意匠マップ例

図７　	意匠登録第1430546号「貼り薬」の意匠公
報における参考文献の欄（抜粋）
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その意匠分類は，特許庁の審査において，当
該分野のサーチ対象になっている分類だと考え
られるからである。
もしその意匠分類が，〈プロセス１〉で設定
した意匠分類に含まれていなかったら，追加調
査の要否を検討する。
このようにして，参考文献に挙げられた登録
意匠の意匠分類を確認することで，〈プロセス
１〉で検討した調査対象分類が，必要十分な範
囲をカバーしているか否かを，今一度，見直す
ことができる。

5 ．	〈プロセス３〉検索結果の検討

調査の最終段階である検索結果の検討プロセ
スでは，スクリーニングで抽出された登録意匠
（主に権利存続中のもの）と，調査対象意匠と
の類否を判断していくことになる。

（1）	調査対象意匠と，抽出された登録意匠と
の類否判断

調査対象意匠と，調査の結果抽出された登録
意匠との類否は，意匠類否判断の手法にもとづ
き，意匠に係る物品の性質，用途，使用態様，
さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否
等を参酌して，需要者の注意を惹き付ける部分
について要部として把握した上で，両意匠が要
部において構成態様を共通にするか否かを中心
に観察し，全体として美感を共通にするか否か

を判断する（東京高判平10. 2. 18自走式クレー
ン事件他）。
以下，「貼り薬」の事例にもとづいて類否の

検討を実際に行ってみたい。
調査対象意匠Ａについて調査を行ったとこ

ろ，登録意匠Ｂが抽出されたとする（図８参照）。
両意匠を比較すると，次のような共通点と，

差異点が認められる。

■共通点
・ 全体が隅丸長方形状をなしており，表面に剥
離シートが貼付されている点
・ 剥離シートは左右に３分割され，中央の剥離
シートは中程がくびれた鼓（つづみ）のよう
な形をしている点

■差異点
・ 意匠Ａにおいては，中央の剥離シートの両側
に帯状部が設けられている点
・ 意匠Ａにおいては，中央の剥離シートと帯状
部に濃淡差のある色彩が施されている点

両意匠は，上記のような共通点があるから類
似だといえるのか。それとも差異点によって非
類似だと判断すべきなのか。１対１の対比によ
り，客観的に判断するのは困難である。そこで
周辺意匠を参酌する。
意匠調査でヒットした数多くの登録意匠の中

から，意匠Ａに関連性のある形態を備える登録
意匠を抽出する。それを見やすくまとめたもの
が，図９のマップである（表の縦列が互いに独
立の意匠，横列が関連意匠である）。
これらを判断材料として，意匠Ａと意匠Ｂの

類否をより客観的に検討していく。
この意匠マップをみると，意匠Ａと意匠Ｂの

共通点である「全体が角の丸い長方形状をなし
ており，表面に剥離シートが貼付されている」
「剥離シートが３分割され，中央の剥離シート図８　「貼り薬」の調査事例
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は中程がくびれた鼓（つづみ）のような形をし
ている」という構成形態は，周辺意匠Ｙや，周
辺意匠Ｘにおいても採用されている。
それにもかかわらず，意匠Ｂ，周辺意匠Ｘ，

周辺意匠Ｙが，それぞれ独立（非類似）の意匠
として登録されていることから，上記の共通点
は，類否判断においてあまり重視されていない
と考えることができる。
むしろ，中央の剥離シートのくびれ方の違い
や，シート表面に施された模様や色彩の違いの
方が重視され，互いに非類似の意匠と判断され
たと考えられる。
つまり，この種の貼り薬の意匠の類似範囲は
比較的狭く，意匠の特徴点（要部）は剥離シー
トの具体的な形状や，模様，色彩にあると考え
られるのである。
そして調査対象意匠Ａと意匠Ｂは，このよう
な意匠の要部において違いが認められるため，
互いに非類似の意匠と判断し得る。
（なお，意匠Ａは特許庁の審査でも意匠Ｂと
は非類似と判断され，意匠登録第1322072号と
して登録されている。）
このように，周辺意匠を参酌することによっ
て，その意匠の特徴点（要部）がどこにあるか
を把握し，類似範囲の広狭を客観的に判断しや
すくなる。
なお，意匠の類否判断を適切に行うためには

一定の経験，知識が必要となるため，最終的な
判断にあたっては，弁理士による類否鑑定を利
用することも一法である。

6 ．	意匠調査を行うタイミング

（1）意匠調査を行う時期について
調査の結果次第では，設計変更等の必要が生
じるため，他社意匠調査は，できれば量産の準
備を行う前に行うのが望ましい。
これを確実に実施するためには，社内的な知
財啓発活動や，ワークフローの確立が必要であ
ろう。
なお，調査から販売までの間に実施形状が変
更された場合は，変更後の形状について，再度
調査を行うのが望ましい。
取り扱う製品分野が一定しているのであれ
ば，定期的に調査を行い，社内的な情報共有を
図ることも有益である。

（2）意匠権をより戦略的に活用するために
冒頭で触れた『「デザイン経営」宣言』でも
提唱されているように，昨今では，企業のブラ
ンド構築やイノベーションの創造にデザインを
もっと活用しようという気運が高まりつつある。
このような観点で意匠権が活用されていると
思われる２つの事例を紹介したい。
詳しくは，以下をお読みいただくとして，こ
れらのケースでは，「確実に権利化できるデザ
インを採用すること」が肝要となる。
そのためには，一般に広く行われている「実
施形状決定→調査」という手順を逆転させ，「調
査→実施形状決定」というプロセスを採用する
のが望ましい。
１）自動車用フロントグリルのデザイン
本件は，特徴的な糸巻き形状（スピンドル状）
のフロントグリルが，特定の車種において，横
断的かつ継続的に用いるシンボリックなデザイ
ンとして採用された事例であり，デザインによ

図９　「貼り薬」の意匠マップ例
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ってブランディングが行われた好事例である。
図10に示すように，本事例では，関連意匠を
含む８件の部分意匠の権利が取得されている。
これにより，市場において独占的にデザイン
を実施しやすい状況が確保され，広告宣伝等の
効果とも相まって，デザインの有するブランド
的価値が高められている。
本件のように，ブランド構築にデザインが活
用されるケースにおいては，継続的に同じデザ
インを採用していくことが大切であるから，中
長期的に形状変更を行わないことが前提となる。
さらには，従来に近接したデザインが存在せ

ず，できるだけ広い類似範囲を確保できた方が，
他人によって似たようなデザインが実施される
ことを防止しやすくなる。
このため，デザインが決定する前の段階で意
匠調査を行い，一定の類似範囲をもった意匠権
を取得できるような形状を採用するのが望まし

いといえる。
２）電気コネクタ接続部のデザイン
次に示すのは，スマートフォンと周辺機器（イ
ヤホンや充電器等）の接続に用いられる電気コ
ネクタに関する事例である。
スマートフォンがモデルチェンジされたのを
機に，電気コネクタの接続部の形状が刷新され
たものであるが，製品の販売に先駆けて，接続
部の形状について，複数の部分意匠の権利が取
得されている（図11参照）。
接続に必要な部位を，部分意匠として権利化

することで，他社による互換製品を牽制しやす
くなり，非常に有効な意匠戦略であるといえる。
製品形状が決定される前に意匠調査を行い，

確実に意匠権を取得できる形状を製品に採用す
れば，このような意匠戦略をとりやすくなる。
この２つの事例からもわかるように，「意匠
調査→実施形状決定」というプロセスを採るこ
とは，意匠権を含む知的財産権を活用する上で，
非常に有効な手段になり得る。

図10　乗用自動車の部分意匠登録事例 図11　電気コネクタの部分意匠登録事例

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 69　No. 3　2019340

7 ．	他法域に関する留意事項

最後に，意匠調査の「横軸」，すなわち，特許，
商標等の他法域との関係について考えてみたい。
上記６．で紹介した事例のように，意匠権が

商標的に活用されたり，機能的な形状を保護す
るために特許的に活用されるケースがあること
から，特定の形状が，複数の法域で保護される
可能性があることがわかる。
そのため，ある形状について調査を行うとき
は，別の法域でも権利化されていないかを考慮
する必要がある。

（1）商標権との関係
図12に示すのは，乗用自動車や，その部品を
指定商品として，立体商標または位置商標の商
標権が取得された事例である。
このうち商標登録第6076621号は，フロント
ランプの内側に左右対称に配置された略Ｌ字状
のウインカーランプの位置商標である。

いずれも，意匠として出願されても不思議の
ないものであるが，特定の形が継続的に使用さ
れることで識別力が生じ，商標として権利化さ
れている。
このような登録例に触れると，あるデザイン

の実施の安全性を調査するとき，意匠だけでな
く，商標でも調査することの必要性を感じる。
なお，標識保護法である商標法は，新規性が

登録要件とされていないため，公開後の出願で
あっても登録される可能性がある。また，識別
力がない等として一旦は拒絶されたものが再度
の出願によって登録に至る可能性もある。
この点は創作保護法である特許法や意匠法と

の大きな違いであるから，調査のタイミングや
回数を計る上で意識しておくとよい。

（2）特許権との関係
機能的な形状に関して特許調査を行う際には

以下の点に注意するとよい。
これらは意匠調査の留意点というよりむし

ろ，特許調査に際して念頭におくべき事項である。
１）特許性の低い発明等について
ある形状（構成）を実施したい場合に，明ら

かに，その形状（構成）に特許性がないと見込
まれるケースがあると思う。
しかし，もし仮に技術的には公知であったと

しても，形状が新規であれば，意匠で登録され
る可能性がある。
また，ある形状（構成）について特許調査を

行い，他人の特許権に抵触しないことを確認で
きたとする。しかし，その形状が意匠で権利化
されている可能性も否定できない。
このような可能性を考慮しないと，他人の意

匠権の存在を見落とす畏れがあるため要注意で
ある。
２）出願変更の可能性について
また，特許調査の結果，特許的には抵触しな

いと判断できるケースであっても，特許出願中図12　商標登録事例
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に意匠を具体的に特定し得る程度に図面等が開
示されている場合は，所定の期間内であれば（意
匠法第13条），意匠への出願変更が行われる可
能性があるため注意が必要である。
特許から意匠への出願変更が適法なものとみ
なされるには，原特許出願中に表された意匠と，
変更後の意匠が実質的に同一であることが要求
される。
しかし実質的同一性に関する判断基準は必ず
しも明確になっておらず，明細書や図面全体の
記載に技術常識等も加味して個別に判断されて
いるのが現状である。
原特許出願中には，「全体意匠」の図面しか
開示されていないものが，その一部を対象とし
た「部分意匠」として出願変更された事例や，
原特許出願には開示されていない図面（側面図
等）が変更出願時に追加された事例も存在する。
さらには，このようにして出願変更された意
匠に基づき権利行使が認められた例もある（（大
阪高裁平成24年（ネ）第1872号「角度調整金具」）。
特許出願だと認識していたものが，ある日突
然，意匠に変更され，しかも出願日の遡及効が
認められるかもしれないという点には十分に注
意すべきである。

8 ．	おわりに

本稿を執筆している2018年11月現在，意匠法
の改正及び，特許庁意匠審査基準の改訂が検討
されており，関連意匠制度や部分意匠制度が大
幅に変わることが見込まれる。
また，図面要件が簡素化されるとともに，建
物の内装意匠や，光の意匠などを，新たに保護

対象とすることが検討されている。
これに伴い，近い将来，調査方法を見直す必

要が生じることが予想される。
本稿の内容はいずれも基礎的なものであるが，
このタイミングで意匠調査の基本的事項を確認
しておくことにより，来るべき変革に柔軟に対
応するための基礎固めとなれば幸いである。

注　記

 1） 『「デザイン経営」宣言』とは，経済産業省・特
許庁が，デザインによる我が国企業の競争力強
化に向けた課題の整理とその対応策の検討を行
い報告書として取りまとめたものである。

  http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180523 
002/20180523002 -1.pdf

 2） 意匠調査を行うために使用する「調査媒体」は，
特許庁の外部機関が提供するJ -PlatPat（https://
www.j -platpat.inpit.go.jp/）の他，民間の調査機
関によって運営される商用のデータベースが複
数存在する。

  J -PlatPatの使用方法については，定期的に主要
都市で研修が開催されており，運営者のウェブ
サイト（http://www.inpit.go.jp/）で研修カレン
ダーや，テキストが公開されている。

  また民間の調査機関については，特許庁のウェ
ブサイト上で「特許情報提供事業者リスト集」

  （https ://www.jpo .go . jp/toppage/l inks/
johoteikyou/05map.html）が公開されている。

 3） 特許庁のウェブサイト上に，日本意匠分類表や，
各分類の定義を記載した分類定義カードが掲載
されている。

  https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/
bunrui/isyou_bunrui/index.html

（URL参照日は全て2018年11月15日）

（原稿受領日　2018年11月15日）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。


